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案 
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県
議
第
五
号 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
犯
罪
を
防
止
す
る
取
組
の
更
な
る
強
化
を
求
め

る
意
見
書
に
つ
い
て 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
犯
罪
を
防
止
す
る
取
組
の
更
な
る
強
化
を
求
め
る
意

見
書
を
次
の
よ
う
に
発
案
す
る
。 

  
 

令
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年
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岐
阜
県
議
会
議
長 

小 

原 
 

 

尚 
 

様 

 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
犯
罪
を
防
止
す
る
取
組
の
更
な
る
強
化
を
求
め

る
意
見
書 

 

近
年
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
広
告
や
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
通
じ
て
投
資
名
目
で
金
銭
を
だ
ま
し

取
る
「
投
資
詐
欺
」
や
、
恋
愛
感
情
を
抱
か
せ
金
銭
を
だ
ま
し
取
る
「
ロ
マ
ン
ス
詐
欺
」
に
よ
る

被
害
が
全
国
的
に
相
次
い
で
い
る
ほ
か
、「
闇
バ
イ
ト
」
を
利
用
し
た
手
口
の
犯
罪
は
、
特
殊
詐
欺

だ
け
で
は
な
く
強
盗
や
監
禁
等
に
ま
で
拡
大
し
、
国
民
の
間
に
不
安
が
広
が
っ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
の
利
用
が
拡
大
す
る
な
ど
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利

用
し
た
犯
罪
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。 

国
に
お
い
て
は
、
令
和
六
年
十
二
月
に
「
い
わ
ゆ
る
『
闇
バ
イ
ト
』
に
よ
る
強
盗
事
件
等
か
ら

国
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
た
め
の
緊
急
対
策
」
を
、
令
和
七
年
四
月
に
は
、「
国
民
を
詐
欺
か
ら



守
る
た
め
の
総
合
対
策
二
・
〇
」
を
策
定
し
、
啓
発
動
画
、
教
育
機
関
へ
の
防
犯
指
導
等
に
よ
る

周
知
啓
発
、
電
話
相
談
な
ど
に
よ
る
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
詐
欺
等

の
犯
罪
は
後
を
絶
た
ず
、
国
民
の
不
安
解
消
に
は
至
っ
て
い
な
い
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。 

 

記 

 

一 

あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
、
国
民
を
被
害
に
遭
わ
せ
な
い
た
め
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
関
わ
り
方
、

利
用
上
の
注
意
等
に
つ
い
て
、
広
報
啓
発
活
動
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
こ
と
。
特
に
、
闇
バ
イ

ト
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
よ
り
若
者
に
訴
求
力
の
高
い
広
報
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

二 

若
者
が
使
い
慣
れ
て
い
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
利
用
し
た
相
談
窓
口
を
設
置
す
る
な
ど
、
相
談
体
制

の
拡
充
を
図
る
こ
と
。 

 

三 

大
規
模
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
等
に
よ
る
広
告
審
査
の
厳
格
化
や
違
法
・
有
害
な
虚
偽

情
報
に
対
す
る
削
除
対
応
の
迅
速
化
な
ど
、
実
効
性
の
あ
る
対
応
を
促
進
す
る
こ
と
。
特
に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
広
く
周
知
す
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
対
し
て
違
法
情
報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
サ
イ
ト
へ
誘
導
す
る
違

法
広
告
の
削
除
を
求
め
る
な
ど
、
早
急
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

四 

秘
匿
性
の
高
い
通
信
ア
プ
リ
が
悪
用
さ
れ
る
事
案
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
運
営
事
業
者
に
対
し
、

本
人
確
認
の
徹
底
や
、
捜
査
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
場
合
に
個
人
情
報
等
の
公
開
を
義
務
付
け

る
な
ど
、
法
整
備
等
の
検
討
を
早
急
に
進
め
る
こ
と
。 

  

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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大
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大
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大

臣 

 

文

部

科

学

大

臣 

 

内

閣

官

房

長

官 

 

デ

ジ

タ

ル

大
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国

家

公

安

委

員

会

委

員

長 

 

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
消
費
者
及
び
食
品
安
全
） 

 

金

融

庁

長

官 

 様 


